
「
老
朽
原
発
う
ご
か
す
な
！
ニ
ュ
ー

ス
」
１
０
０
号
お
め
で
と
う
ご
ざ

い
ま
す
。
私
が
「
老
朽
（
化
）
原

発
」
と
い
う
言
葉
を
は
じ
め
て
聞

い
た
の
は
、
１
９
９
５
年
故
高
木

仁
三
郎
氏
か
ら
と
記
憶
し
て
い
ま

す
。
そ
の
言
葉
は
、
今
で
は
多
く

の
み
な
さ
ん
の
奮
闘
で
す
っ
か
り

定
着
し
ま
し
た
。
「
老
朽
原
発
」

の
超
危
険
性
を
告
発
し
続
け
て
き

た
、
老
朽
原
発
う
ご
か
す
な
！

実
行
委
員
会
の
み
な
さ
ん
に

心
か
ら
敬
意
を
表
し
ま
す
。

さ
て
、
原
発
回
帰
に
大
転

換
す
る
「
Ｇ
Ｘ
脱
炭
素
電
源

法
案
」
＝
「
束
ね
法
案
」
が

５
月
３
１
日
、
参
院
本
会
議

で
も
可
決
、
成
立
し
ま
し
た
。

同
法
案
は
、
福
島
第
一
原
発

事
故
の
教
訓
か
ら
、
新
増
設

を
想
定
せ
ず
既
存
原
発
の
運

転
期
間
も
４
０
年
に
制
限
す

る
と
い
う
政
府
見
解
か
ら
後

退
さ
せ
、
原
発
の
活
用
を
国

の
責
務
と
明
記
し
、
６
０
年
を
超

え
る
運
転
に
も
道
を
開
く
も
の
で

す
。
ま
た
、
Ｃ
Ｏ
２
を
出
さ
な
い

原
発
は
地
球
温
暖
化
対
策
に
有
利

な
ど
の
主
張
は
、
科
学
的
に
誤
り

で
す
。
さ
ら
に
、
同
法
案
は
「
エ

ネ
ル
ギ
ー
の
安
定
供
給
を
表
面
に

出
し
な
が
ら
核
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
軍

事
へ
の
転
用
を
裏
面
に
盛
り
込
ん

だ
も
の
で
あ
る
と
み
ら
れ
、
極
め

て
危
険
」
（
日
本
科
学
者
会
議
福

井
支
部
声
明
５
月
１
３
日
）
と
い

う
指
摘
も
あ
り
ま
す
。

岸
田
政
権
が
「
原
発
回
帰
」
に

当
た
っ
て
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
価
格
の

高
騰
、
電
力
需
給
ひ
っ
迫
、
脱
炭

素
な
ど
を
理
由
に
あ
げ
て
い
ま
す

が
、
い
ず
れ
も
正
当
な
理
由
に
は

な
り
得
ま
せ
ん
。
私
た
ち
老
朽
原

発
う
ご
か
す
な
！
実
行
委
員
会
は
、

福
島
原
発
事
故
の
教
訓
に
真
摯
に

向
き
合
い
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
・

蓄
電
・
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
社
会
へ
の

実
現
に
、
政
策
的
・
財
政
的
に
力

を
尽
く
し
て
い
れ
ば
、
エ
ネ
ル
ギ
ー

危
機
を
回
避
し
、
世
界
に
エ
ネ
ル

ギ
ー
先
進
国
と
し
て
貢
献
で
き
た

と
の
主
張
を
繰
り
返
し
て
き
ま
し

た
。
同
政
権
の
「
脱
炭
素
実
現
に

原
発
不
可
決
」
と
い
う
の
は
、
ま
っ

た
く
の
筋
違
い
で
す
。

私
た
ち
は
、
原
子
力
エ
ネ
ル
ギ
ー

は
人
間
に
制
御
で
き
る
技
術
で
は

な
い
、
と
大
宣
伝
し
て
き
ま
し
た
。

原
発
事
故
に
よ
る
災
害
は
、
放
射

性
物
質
に
よ
る
環
境
破
壊
を
も
た

ら
す
も
の
で
す
。
ま
た
私
た
ち
は
、

世
界
一
の
地
震
列
島
へ
の
原
発
立

地
は
危
険
で
あ
り
、
フ
ク
シ
マ
を

経
験
し
た
日
本
で
、
こ
の
よ
う
な

原
発
推
進
法
案
が
衆
議
院
に
つ
づ

き
、
参
議
院
で
も
可
決
、
成
立
し

た
こ
と
に
強
く
抗
議
し
、
撤
回
を

求
め
る
と
と
も
に
、
成
立
し
て
も

実
施
さ
せ
な
い
運
動
を
徹
底
し
て

呼
び
か
け
、
力
を
尽
く
す
も
の
で

す
。私

た
ち
は
、
裁
判
闘
争
に
も
力

を
入
れ
て
い
ま
す
。
岸
田
政
権
が

「
原
発
回
帰
」
に
大
暴
走
し
た
背

景
に
は
、
昨
年
６
月
、
福
島
原
発

事
故
に
つ
い
て
「
国
の
責
任
は
な

い
」
と
し
た
最
高
裁
判
決
と
、
昨

年
１
２
月
の
老
朽
美
浜
３
号
機
運

転
禁
止
仮
処
分
の
申
立
棄
却
（
現

在
、
大
阪
高
裁
に
抗
告
）
が
あ
る

と
思
い
ま
す
。
最
高
裁
は
、
「
人

災
」
で
あ
る
福
島
原
発
事
故
の
経

過
に
つ
い
て
の
司
法
判
断
を
避
け

た
上
で
、
「
天
災
」
と
す
る
こ
と

で
国
の
責
任
を
免
罪
し
ま
し
た
。

ま
た
、
大
阪
地
裁
は
、
「
震
源
近

傍
敷
地
」
問
題
で
は
、
総
論
で
示

し
た
判
断
枠
組
み
を
無
視
し
、

「
不
合
理
で
あ
る
こ
と
」
の
立
証

責
任
を
住
民
側
に
課
す
な
ど
し
た



お
粗
末
き
わ
ま
り
な
い
も
の
で
し

た
。
こ
れ
ら
の
判
決
と
決
定
は
、

福
島
原
発
事
故
と
原
子
力
災
害
に

背
を
向
け
た
極
め
て
政
治
的
な
判

決
で
、
到
底
、
受
け
入
れ
ら
れ
ま

せ
ん
。

私
た
ち
は
今
後
と
も
、
①
高
コ

ス
ト
で
、
人
間
の
手
に
負
え
な
い

原
発
か
ら
の
撤
退
。
②
Ｇ
Ｘ
「
束

ね
法
案
」
の
撤
回
と
実
施
さ
せ
な

い
。
③
脱
炭
素
と
い
う
の
な
ら
世

界
の
流
れ
に
従
い
、
再
生
可
能
エ

ネ
ル
ギ
ー
の
導
入
と
省
エ
ネ
ル
ギ
ー

社
会
へ
の
転
換
を
進
め
る
。
④
国

と
東
京
電
力
に
対
し
て
、
被
災
者

救
済
・
被
災
地
対
策
と
事
故
収
束

対
策
に
真
摯
に
取
り
く
む
。
⑤
老

朽
原
発
の
運
転
に
対
す
る
多
く
の

住
民
の
不
安
に
応
え
、
デ
モ
や
集

会
な
ど
老
朽
原
発
の
運
転
を
阻
止

す
る
た
め
、
た
た
か
い
を
続
け
る

も
の
で
す
。

（
原
発
住
民
運
動

福
井
・
嶺
南
セ
ン
タ
ー

事
務
局
長

山
本
雅
彦
）


